
東 二 総 発 第 ６ ５ 号 
平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ３ 日 

茨城県知事  大井川 和彦 殿  
日本原子力発電株式会社  
東海事業本部  東海第二発電所  

所長  江  口 藤  敏  
 

東海第二発電所の運転期間延長認可申請に関する報告  
の一部変更について  

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。  

平素は幣所事業運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申しあげます。  
さて，弊所より平成２９年１１月２１日付原対第２５９号のご要請に

基づき平成２９年１１月２４日付東二総発第４１号にてご回答申しあげ

ました件につきまして，下記のとおり一部変更させていただきたいと存

じますので，よろしくお願い申しあげます。  
敬 具  

記  
 
１．変更箇所  

「添付書類二 劣化状況評価書」の一部  

２．変更内容  
（１）重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）の設計の一部  

・詳細設計の進捗に伴う機器仕様，使用条件等の変更  
（２）既存機器を新たにＳＡ設備に位置付けたことに伴う記載の変更  

・重要度の変更，評価対象機器の追加等  

３．変更理由  
平成３０年２月１３日付で原子力規制委員会殿に提出した「東海第

二発電所の工事計画認可補正申請書」等に伴い，運転期間延長認可申

請書のうち「添付書類二 劣化状況評価書」について，ＳＡ設備の設

計変更及び既存機器を新たにＳＡ設備に位置付けたことに伴う変更等

を反映したため。  

４．添付書類  
東海第二発電所 劣化状況評価書 新旧対照表  

以 上  



東海第二発電所の運転期間延長認可申請に関する報告の一部変更について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）既存機器を新たにＳＡ設備に位置付けたことに伴う変更 
●重要度の変更，評価対象機器の追加により，代表機器の見直しが必要なものはなかった。 

【変更例】原子炉再循環ポンプ遮断器等の重要度 MS/PS-3 に「重」が追加され、評価対象機器

が追加されたが、代表機器◎の選定に影響がなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●評価内容の追記等 
 
 
 
 
 
 

（１）ＳＡ設備の設計の一部変更 
●詳細設計の進捗に伴い，機器仕様（ポンプモータの定格出力等）や使用条件（ポンプの最高

使用温度等）等を変更した結果，代表機器の見直しが必要なものはなかった。 
【変更例】代替循環冷却系ポンプの最高使用温度を７７→８０℃に変更したが，代表機器◎

の選定に影響がなかった。 

平成３０年２月１３日付で原子力規制委員会殿に提出した「東海第二発電所の工事計画認可

補正申請書」等に伴い，運転期間延長認可申請書（平成２９年１１月２４日付同提出）のうち「添付

書類二 劣化状況評価書」について，重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）の設計変更

及び既存機器を新たにＳＡ設備に位置付けたことに伴う変更等を反映したため。 

参考資料 

１．変更の経緯 

（１）ＳＡ設備の設計の一部変更 
・詳細設計の進捗に伴う機器仕様，使用条件等の変更 

（２）既存機器を新たにＳＡ設備に位置付けたことに伴う変更 
・重要度の変更，評価対象機器の追加等 

２．変更内容（劣化状況評価書の変更内容）

３．変更の影響 ①（劣化状況評価書への影響）

優先順位：①重要度②運転状態③最高使用圧力④最高使用温度 

変更箇所 

４．変更の影響 ②

新たにＳＡ設備に位

置付けたことに伴う 

評価対象機器の追加

丸数字の変更

新たにＳＡ設備に位置付けたこと

に伴う評価対象機器の追加 

評価内容の追記 

優先順位：①重要度②定格電圧③定格電流 














































